
社会福祉法人直方市社会福祉協議会  理事・監事及び評議員の候補者選出規程 

（趣旨） 

第１条 本会定款第１９条第１項及び第７条第４項の規定に基づく、理事及び評議員の候補 

者の選出は、この規程の定めるところによる。 

（理事及び評議員の候補者の選出） 

第２条  定款第１８条第１項第１号に定める理事及び定款第６条第１項に定める評議員の候

補者は、次の区分により選出する。 

選  出  区  分 理  事 評 議 員 

(１) 住民組織/地区(校区)社会福祉協議会､住民自治組織等  ３ 名 ３ 名 

(２) 当事者等の組織/老人クラブ､障害者団体､介護者の会等 １ 名 ２ 名 

(３) 社会福祉に関する活動を行う団体/ボランティア団体､

農協､生協等 
２ 名 ４ 名 

(４) 民生委員･児童委員またはその組織 ２ 名 ２ 名 

(５) 事業者関係/社会福祉施設･社会福祉関係団体､更生保護

事業施設･更生保護事業団体､福祉(介護･保育)サービス

事業者      

１ 名 ５ 名 

(６) 保健･医療､教育等の関係機関･団体/医師会､医療･保健

機関､学校､教育委員会等 
― ４ 名 

(７) 社会福祉行政機関 １ 名 ― 

(８) 地域福祉推進に必要な地域の主要な諸団体・まちづく

り､住宅､環境､労働､経済団体等 
１ 名 ３ 名 

(９) その他/学識経験者(社会福祉､法務､税務､事業経営等の

専門家) 
２ 名 ２ 名 

合       計 １３名 ２５名 

（監事の候補者の選出） 

第３条  定款第１８条第１項第２号に定める監事の候補者は、次のとおり選出する。 

（１）  社会福祉法第４４条第５項第２号に規定する職務をなし得る者  １名 

（２）  社会福祉について知識経験を有する者  １名 

（規程の施行細則） 

第４条  この規程の施行について必要な事項は、会長が別に定める。 

 

附  則 

この規程は､昭和４４年４月２８日から施行する。 

附  則 

（昭和４５年１１月３０日一部改正） 

（昭和４８年４月２２日一部改正） 

（昭和５２年７月１日一部改正） 

（昭和６２年７月１８日一部改正） 



（平成３年６月１１日一部改正） 

（平成６年１２月２１日一部改正） 

（平成９年５月２８日一部改正） 

（平成１３年３月２９日一部改正） 

（平成２９年２月２４日一部改正） 

附  則 

この規程は、令和２年３月６日から施行する。 

附  則 

この規程は、令和５年８月２３日から施行する。 

 


